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依頼者のために最善を尽くして感謝されたとき、
大きなやりがいを感じます。

弁護士
竹井 一将　Takei Kazumasa

2022年度　法学既修者コース修了
北浜法律事務所・外国法共同事業
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修了生インタビュー

であり、ロースクールで学んだ経験が活きていると感じて

います。その他にも、同級生とゼミを組んで司法試験の答案を

添削し合うなど、同じ法曹を目指す仲間と切磋琢磨できる環境

が整っており、自分のモチベーションを保つことができました。

当時の仲間たちは、弁護士、裁判官、検察官として活躍して

いますが、今でも彼らと会うことは、自分も弁護士業務を頑張ら

なければという良い刺激になっています。

　弁護士の業務は多岐にわたり、取扱分野が非常に広い点が

魅力です。私は、企業法務を扱う大阪の法律事務所に勤務し、

一般民事事件や訴訟紛争対応、労働事件、破産倒産事件、Ｍ＆A、

不正調査など様々な案件を経験することで、日々弁護士として

の能力を鍛えています。こうした多様な案件を通じて、どの

ような事案でも、多角的視点から柔軟に対応できる弁護士を

目指しています。また、依頼者のために最善を尽くして感謝

されることに、この仕事の大きなやりがいを感じています。

　皆様がロースクールを経て司法試験に合格し、同じ法曹

として切磋琢磨できる日々を楽しみにしています。

　私は、大学時代に、弁護士がオムニバス形式で業務内容を

紹介する講義を受講し、弁護士の業務に興味を持ったことで、

弁護士を志すようになりました。

　ロースクールでは、どの先生も非常に指導熱心で、質問だけ

でなく答案添削等にも対応いただき、講義で得た知識を実際の

試験問題でどのように活用・表現するかといった点まで身に

付けることができました。弁護士の業務でも、法的知識を備えて

いることだけでは足りず、その知識を実際の事件でどのように

活用し、依頼者に最適解を示すことができるかという点が重要
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羽ばたいた
先輩たち
Interview

自ら学び、調べ、考える体力といった法曹にとって

重要な土台を作ることができたと思っていますし、

それが今の仕事に活かされていると思っています。

　皆さんが、大阪大学法科大学院で学び、十分な基礎

体力を身につけ、法曹として活躍されることを楽しみ

にしています。　

　検察官の仕事の魅力は、想像力を働かせ、事件の

見立てを立て、こんな証拠があるのではないか、

被疑者や関係者の行動や供述を前提にすると、

こんな証拠が残っているのではないかなどと考え、

証拠を見つけ、事案の真相を解明していくところに

あると思っています。そして、時間やマンパワーには

限りがありますから、その限られた時間、マンパワー

の中で、立証責任を負う検察官として、どのように

立証していくか、そのために必要な証拠は何か、

その証拠の重要性等を考えながら、どのように

捜査を遂げ、また公判を進めるかを判断します。

そして、この判断には、法律の適用等を考えながら、

捜査を遂げ、公判を遂行することが求められます

から、これが正に法律家たる検察官のおもしろさで

あると思います。

　また、検察官が取り扱う事件には民法、会社法等の

法令が問題になることもありますし、人事訴訟の被告

となることもあります。

　そういった検察官の職務を遂行するに当たって、

各種法令への基本的、体系的な理解や、未知の問題に

直面したときに、これに対処する力が求められます。

　私は、大阪大学法科大学院で過ごした２年間で、

裁判官
上寺 紗也佳　Uedera Sayaka

2019年度　法学未修者コース修了
大阪地方裁判所 判事補

検察官
北村 晃大　Kitamura Akihiro

2018年度　法学既修者コース修了
東京地方検察庁 検事

　私は現在、大阪地方裁判所で左陪席裁判官として

執務しています。司法修習の際、自分の信念に従って

判断できることや、当事者や社会にとって最適な

紛争解決の在り方を考えるという点に魅力を感じ、

裁判官を志望しました。

　実際に裁判官になってみると、想像以上に業務

の幅が広く、日々新たな発見があります。左陪席

裁判官は、合議事件の主任裁判官として審理・運営

を担いますが、紛争解決の方法は多様で、個々の事案

に応じた対応が求められます。どのような解決が

最も望ましいかを常に念頭に置き、当事者の背景

事情なども踏まえ、解決の方法を模索することは

容易ではありませんが、和解が成立したときは非常

にやりがいを感じます。

　阪大ロースクールでは、教授陣が親身になって

指導してくださり、疑問点があればすぐに相談

できる環境が整っていました。実務家教員にご指導

いただく機会も多く、実務を肌で感じることが

できました。また、友人たちとは互いに切磋琢磨しな

がら学び、友人の多くが法曹として活躍しています。

今でも定期的に集まり近況を語り合うことで、刺激

を受けるとともに、多角的な視点を養うことが

できています。

　法曹三者いずれの道を選んでも、法曹の仕事は

社会にとって不可欠であり、困っている人の力に

なれる素晴らしい職業だと確信しています。今後、

阪大ロースクールから多くの後輩が羽ばたき、共に

法曹として働ける日を心より楽しみにしています。

修了生の進路状況は
こちらをご覧ください。
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基礎法学分野
法や裁判の基礎の理解を深める。

人間性　教養　洞察力
法学に限らない幅広い視野や関心から法や紛争をとらえる。
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カリキュラムの特長

法曹としての基礎的な実務能力及び責任
感・倫理観を身につける核となる必修科
目に、幅広い分野で理論と実務を架橋し
応用能力の深化を図る選択必修科目を
合わせて約20科目開設しており、主に
実務家教員が担当します。

法律実務基礎科目

理論と実務を

架橋する
実務能力

法曹に求められる倫理観、事実認定の
方法など、実務の基礎を身につける。

応用能力
模擬裁判や文書作成などを通じて、
知識を実践的に使いこなす。

法曹としての素養を深めることを目的と
して基礎法学分野、隣接諸分野に関する
約10科目を開講しています。幅広い教養
と豊かな人間性を培い、複眼的思考に
よる深い洞察力を養います。

基礎法学・隣接科目

法曹としての専門性をさらに高め、現代社会
における最先端の法的諸問題への柔軟な
対応力と学識を涵養するとともに、学生個々
のキャリアプランに基づく様々な教育ニー
ズが満たされるよう40以上の多種多様な
科目を開設しています。本学では「知的
財産法」「ビジネス法」に関する科目を充実
させ、3つの履修モデルを提案しています。

展開・先端科目

法曹の素養を

深める
公法系、民事系、刑事系の科目は、基礎→
応用→発展と着実に知識と能力を積み
上げていけるような段階的履修モデルを
提供し、高度な法的知識・能力を培います。

法律基本科目

法曹の知識・能力を

固める 発展
発展的な事例問題を、理論と実践、実体法
と手続法など異なる視点から検討し、積み
上げ型学修の総仕上げを行う。

応用
基礎科目で修得した基礎学識を応用する力を、事例研
究などを通じて身につける。法学既修者は基礎科目を
修得したものとみなし、応用科目から学び始める。

基礎
法学未修者が法科大学院の講義に
耐えうるだけの法律学の基礎的な
学識を修得する。

1
年次

2
年次

3
年次

法律基本科目である「憲法応用」では、仮設の事例問題を素材に、憲法の基本知識を応用し、
具体的な事案解決に資する憲法解釈論の組立て能力の涵養を目指しています。そのため、判例
や学説などの知識の定着を図るだけでなく、事案の分析や先例の区別といった、事案解決に必要
な能力も併せて修得できる授業を心がけています。

知識だけでなく事案解決に必要な能力の修得を目指す

松本 和彦 教授
法律基本科目

Teacher's 
Voice 基礎法学・隣接科目は、法曹としての素養を深めることを目的とした科目です。ここでは、いま

ある「法」を固定的・不変のものとして見るのではなく、変わりうるものとして批判的に検討
します。これらの科目では、社会科学の様々な手法によって法を観察する能力を養います。
そのことは、皆さんの未来に向けた法のデザイン力を高めることになるでしょう。

「法」をデザインできる能力を養う

小野 博司 教授

Teacher's 
Voice

法律実務基礎科目では、みなさんが基礎的な法律実務能力と倫理観を身につけられるよう、第一線
で活躍する実務家教員が担当し、法曹として現場で何を考えどう行動したのかをリアルに伝えて
いきます。多種多様な科目を提供することによって、様々な法曹像に基づく教育ニーズに対応し、
幅広い分野で理論と実務の架橋を図っています。ご期待ください。

その時、実務家教員は現場で何を考えどう行動したのか

新谷 俊彦 特任教授

Teacher's 
Voice 司法試験では、知的財産法や経済法、労働法等８科目から一つを選択し受験します。本学では、

どの科目を選択しても、十分に学習できる講義科目を用意しています。たとえば、私が担当する
「倒産法演習（3年次）」には、修了生の弁護士が講師として加わり、日々の実務の知見をもとに、
皆さんの司法試験に向けた学習を支援しています。

選択科目ごとに充実した講義科目を用意

藤本 利一 教授

Teacher's 
Voice

知的財産保護の具体的な仕
組みや紛争の処理、知的財
産と訴訟との関係などを重
点的に学ぶ。

特許法／著作権法／知的
財産法演習／経済法１・２・
演習／特殊講義C（中国知
的財産法）　等

知的財産権に関する
専門的法曹を目指すなら

知的財産権プログラム

株式・社債の発行など企業が
外部から資金を調達する際
に利用する法制度について
実務の視点を踏まえて学ぶ。

倒産法基礎・応用・演習１・２・3
／租税法１・２・演習／コー
ポレート・ファイナンス／
金融法／金融商品取引法
／信託法／特殊講義C
（金融取引の契約実務）　等

企業法務に関わる
法曹を目指すなら

企業財務プログラム

企業間取引の円滑な履行や
円満な事業承継等を実現す
るための法制度の利用方法
について具体的に学ぶ。

倒産法基礎・応用・演習１・
２・３／経済法１・２・演習／
労働法基礎・応用・演習／
国際私法１・２／国際取引
法／消費者法／信託法　等

企業経営を支援する
法曹を目指すなら

経営支援プログラム
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履修モデル

2
履修モデル 履修モデル

カリキュラムの特長 「少人数・段階的教育」「理論と実務の架橋」「複眼的思考と国際性」「現代的課題への対応力」を
４つの柱に、授業を行っています。

法律実務基礎科目 展開・先端科目

基礎法学・隣接科目

Curriculum

着実な
飛翔のために

法曹の可能性を

広げる

阪大ロースクールの教育内容を
動画でさらに詳しく解説しています。



教員紹介
法曹界の第一線で活躍する実務家・研究者の教員が、皆さんの教育に携わります。

准 教 授

木下 岳人

商法

教　　授

溝渕 将章

民法

准 教 授

田中 啓之

租税法

教　　授

茶園 成樹

知的財産法

教　　授

久保 大作

商法

教　　授

松井 和彦

民法

准 教 授

福島 卓哉

行政法

教　　授

藤本 利一

民事訴訟法

教　　授

水谷 規男

刑事訴訟法

准 教 授

山中 純子

刑法

特任教授

新谷 俊彦

法曹倫理

特任教授

派遣裁判官

民事実務

准 教 授

來田 真依子

国際法

准 教 授

小池 未来

国際取引法

教　　授

武田 直大

民法

教　　授

髙原 知明

民事訴訟法

教　　授

髙橋 智也

民法

教　　授

名津井 吉裕

民事訴訟法

教　　授

松本 和彦

憲法

教　　授

村西 良太

憲法

特任教授

苗村 博子

企業法務

兼担教員（学内）

2026 年 4 月の教員一覧です

教授

教授

教授

教授

教授

教授

国際私法

法理学

法社会学

行政法

ローマ法

刑事訴訟法

長田 真里

中山 竜一

仁木 恒夫

長谷川 佳彦

林　智良

松田 岳士

教授

教授

教授

教授

教授

教授

行政法

行政学

中国法

経済法

知的財産法

刑法

大久保 規子

北村 亘

坂口 一成

武田 邦宣

陳　思勤

豊田 兼彦

教授

教授

准教授

准教授

准教授

助教

法医学

西洋法制史

知的財産法

労働法

商法

法医学

松本 博志

的場 かおり

青木 大也

地神 亮佑

津野田 一馬

中塚 敏光

教　　授

片桐 直人

憲法

教　　授

小野 博司

法制史

教　　授

青竹 美佳

民法

専任教員
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カリキュラムマップ
Curriculum

巣立ちまで
見守る

（注意）上記の図には、令和 8年度不開講科目も含まれています。

法律実務基礎科目法律基本科目
＊（　）内は単位数

基礎法学・隣接科目 展開・先端科目

選

択

選

択

必

修

必

修

特殊講義Ａ（１又は２）　履修対象学年は開講テーマ毎に指定する

特殊講義Ｂ（１又は２）　履修対象学年は開講テーマ毎に指定する

特殊講義Ｃ（１又は２）　＜Ｂ群＞　履修対象学年は開講テーマ毎に指定する

法と経済学（２）、生命倫理と法（２）、法医学（２）
法理論（２）、法理学（２）、比較法史（２）、法社会学（２）、ローマ法（２）、現代政治学（２）、現代行政学（２）、財務報告戦略(2)

＜A群＞
倒産法演習１（１）、倒産法演習２（１）、倒産法演習３（１）、
労働法演習（２）、国際民事訴訟法(2)

＜A群＞
倒産法基礎（２）、倒産法応用（２）、租税法１（２）、租税法２（２）、租税法演習（２）、環境法（２）、経済法１（２）、
経済法２（２）、経済法演習（２）、特許法（４）、著作権法（２）、知的財産法演習（２）、労働法基礎（２）、
労働法応用（２）、環境訴訟(2)、国際法１（２）、国際法２（２）、国際私法１（２）、国際私法２（２）、国際取引法（２）

法曹倫理（２）、
裁判実務基礎（民事）（２） 裁判実務基礎（刑事）（２）

公法系科目

刑事系科目

その他科目

民事系科目

公法訴訟（２）、弁護実務（２）、エクスターンシップ２（２）、
エクスターンシップ３（２）、模擬裁判（民事）（２）、
模擬裁判（刑事）（２）、債権保全・回収の実務（２）、
事業再生の実務１（１）、事業再生の実務２（１）

リサーチ＆ライティング１（２）
刑事法律文書作成１（２）、刑事法律文書作成２（２）、エクスターンシップ１（２）
リサーチ＆ライティング２（２）

＜B群＞
消費者法（２）、社会保障法（２）、信託法（２）、
金融法（２）

＜Ｂ群＞
金融商品取引法（２）、民事回収法（２）、ADR法（２）、コーポレート・ファイナンス（２）、少年法（２）、
スポーツ法（２）

行政法基礎（２） 行政法応用（２）、行政救済法（２）
憲法基礎１（２）、憲法基礎２（２） 憲法応用（２）

刑法基礎１（２）、刑法基礎２（２） 刑法応用１（２）、刑法応用２（２）
刑事訴訟法基礎（２） 刑事訴訟法応用（２）

導入演習（２）

民法基礎１（４）、民法基礎２（４）、
民法基礎３（４）、民法基礎４（２）
会社法基礎１（２）、会社法基礎２（２） 会社法応用1（２）、会社法応用２（２）
民事訴訟法基礎（２） 民事訴訟法応用１（２）、民事訴訟法応用２（２）

民法応用１（２）、民法応用２（２）

民事系科目

公法系科目

民法演習１（１）、民法演習２（１）、民法演習３（１）、
民事訴訟法演習１（１）

コーポレート・ガバナンス（２）、民事訴訟法演習２（１）

憲法演習（１）

公法系科目

刑事系科目 連携講義（刑事証拠法演習）（１）
刑事演習（２）

連携講義（憲法発展演習）（１）、連携講義（行政法発展演習）（１）
公法総合演習１（１）、公法総合演習２（１）

民事系科目 連携講義（会社法発展演習）（１）
連携講義（民事訴訟発展演習）（１）

連携講義（民法演習）（１）

1 年次 2年次 3年次

課題研究３（２）
＜B群＞課題研究（初級編）（２） ＜B群＞課題研究１（２）、課題研究２（２）、英語文献購読１（１）、英語文献購読２（１）

教　　授

水島 郁子

労働法

（五十音順）
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入学後の授業や学生生活をイメージしてもらう
ための情報提供を行うとともに、入学前に
ぜひとも触れてほしい入門的な内容を自習
するweb教材を公開しています。

■合格者専用サイト

法律文書の具体的なイメージの形成や、文書
作成能力を高めていくための講義を実施して
います。

■法律文書の書き方講義

入学までに準備しておくべきこと、法科大学院
での学習・生活等について、現役の法科大学院生
が相談に応じます。

■在学生による学習相談会

関西大学との合同開催で、実務家教員の引率
のもとに実際の裁判の様子を見学します。

■裁判所見学

入学直後のさまざまな不安に対応するため、
教員による履修相談会を開催しています。
また、未修者にはできる限り早期のコンタクト・
ティーチャー面談を実施するなど、手厚い支援を
行っています。

未修者の方へ
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サポート体制
修了生と連携をとり、教員のみにとどまらない
さまざまな学習支援を行っています。サポート体制

弁護士アドバイザーによるサポート

Support

手厚く、温かく
支え続ける

入学前 在学中 修了後

林：私が担当しているのは法学を学んだことのない未修者を支援する
「再チャレンジ支援プログラム」です。学生の皆さんが希望するテーマでゼミ

を開き、質疑応答を通して実践的な知識や勉強方法などをアドバイスして

います。一人での勉強はインプット寄りになりがちなので、ゼミではアウト

プットに重きを置いたプログラムを組むようにしています。

中野：私も林先生と同じく「再チャレンジ支援プログラム」を担当しています。
また並行して「法律文書錬成講座」に携わり、憲法の答案の添削をして

います。

林：本学のサポートは自由度の高さが特長ですよね。「再チャレンジ支援

プログラム」を例に挙げれば、学生がゼミのテーマを選べますし、学年が

変わっても同じ弁護士を指名することができます。

中野：そうですね。基礎に不安があれば定期試験対策、もう少し進んだ段階
なら予備試験や司法試験対策という風に、内容も時間も柔軟に調整できる

からこそ、理想的なサポートが可能なのだと思います。

林：中野先生はサポートの際、どのようなことを心がけていますか？
中野：進め方についてはできるだけ学生の皆さんの自主性に任せるように
しています。また「そもそもこの法律の趣旨はどこにあるのか」「なぜ

そのような解釈をするのか」「実務ではどのような手続が行われるのか」

など、皆さんが自学の際に、具体的なイメージが湧くような説明を心がけて

います。

林：私が重視しているのは学生の皆さんに「絶対に合格できる」という
イメージを描いてもらうことです。司法試験の勉強は分量が多く終わりが

見えないため、とてつもない壁のように感じてしまいがちですよね。そこで

心が折れてしまわないよう、勉強の仕方さえ正しければ合格できるのだと

いうことを、しっかり説明しています。

中野：ロースクールの最大の利点は一緒に勉強できる仲間がいること。
一人では気付けなかった視点を獲得できますし、仲間とのディスカッションが、

試験問題を解く力を養ってくれるのです。阪大ロースクールは学生同士は

もちろん、修了生、そして先生とも強いつながりで結ばれています。その

つながりを存分に活用し、自学だけでは得られない経験を積み、一生涯の

仲間と出会ってください。

大阪大学法科大学院では本学の修了生弁護士をアドバイザーとして招いています。
現役弁護士ならではのサポート内容について、アドバイザーの林弁護士と中野弁護士に話を伺いました。

自習室には専用の机が設けられており、24時間利用が可能です。学生同士で議論
したいときは院生談話室が利用できます。学生は1800枚まで無料でコピーできます。

■自習室・院生談話室

本学教員が論文式問題を出題・講評し、修了生・弁護士アドバイザーが個々の答案に
ついて添削します。

■法律文書錬成講座

入学後はじめての期末試験の直前に上級生が自身の経験にもとづいて期末試験に
向けた勉強の仕方をアドバイスします。科目ごとの傾向と対策など具体的なアドバイス
が受けられます。

■期末試験勉強会

社会人・他学部出身者を含む学生グループ
（１グループ6名程度で既修者も可）に専属の
弁護士アドバイザーが1人ついて、講義の予習・
復習の仕方、期末試験に向けた勉強、司法試験
の準備等について自らの経験にもとづいて具体的
に指導します。答案の作成・添削を実施している
グループもあります。

■再チャレンジ支援プログラム

２年次後半から、法律事務所や企業の法務部で実務の経験をする機会を提供
します。キャリア形成を考える貴重な機会となっています。

■エクスターンシップ

学生・教員・修了生が参加する交流会（まっちゃ会）や、新入生交流会、司法試験
合格者の体験を聞く報告会などを実施しています。

■司法試験合格体験報告会・交流会

阪大出身の弁護士等が、法曹の就職事情やキャリアプランに関する情報を提供し、
さまざまな質問に答えます。

■キャリアガイダンス

修了後もその年の司法試験を受験するまでの間、
自習室を利用できます。

■自習室の継続利用

修了生による自主的な勉強会を弁護士アドバイザー
がサポートします。公法系・刑事系・民事系の3つの
グループに分かれ、各グループを１～２人の弁護士
アドバイザーが担当します。

■修了生勉強会

司法試験に合格できなかった方を対象として、同じ
経験をもつ修了生がさまざまなアドバイスや情報
を提供します。

■リスタートの会

本研究科主催のイベントの告知など、修了生に
対して情報を発信する専用サイトを設けています。

■修了生専用サイト

本学出身の若手弁護士のためのキャリア支援と
してインターン制度が設けられています。詳細は
智適塾WEBサイトをご覧ください。

■智適塾のインターン

司法試験合格祝賀会の開催や修了生勉強会等に
対する経済的支援など、本研究科の取組みについて
法曹会・同窓会からはばひろく支援を受けています。

■法曹会・同窓会

専任教員がコンタクト・ティーチャーとなり、定期面談
を通じて個々の学習を支援します。5月と11月に実施
され、過去の司法試験合格者のデータなど客観的な
数値データに基づき、学習方法や今後の学習計画に
ついて的確なアドバイスを送ります。また学習面
だけでなく、進路についても気軽に相談することが
できます。

■コンタクト・ティーチャー制度

■自主ゼミ

こんな答案書いてます！

3～５人で主に司法試験の過去問の 答案を書いています。書いた
答案を全員で読みあって足りていな いところや改善点をお互い
に指摘します。他の人のうまい表現 を取り入れることで効率的に
自分の答案を改善することができま す。先生に答案を添削して
もらえることもあります。

内容も時間も柔軟に調整できる自由度の 高さが本学のサポートの特長です。

弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所

林 雅義（弁護士）
弁護士法人かなめ

中野 知美（弁護士）

サポート体制をよりよくするため、随時見直しを行っていますので、サポート内容は年度により変更の可能性があります。
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学生生活

法律関係の図書を所蔵しています。学習に必
要な判例などを検索できるDVDやインター
ネットリソースも利用可能。

法廷実務およびプレゼンテーション能力をはじめ
とする法廷技術の実践的な学修を行う施設
です。

24時間利用可能。学生一人ひとりに固定の席
が割り当てられており、いつでも好きな時に
自習や予習復習ができます。

模擬法廷 専用自習室ローライブラリー

学生生活 共に学ぶ仲間がいる。支えてくれる人たちがいる。
一人ではないからこそ、厳しい学びの日々を、乗り越えることができます。

未修者教育が充実。法律を学んだ経験がなくても、
着実に力を伸ばせる環境が整っています。

先生方への質問や相談の機会が数多くあり、
合格に向けた道筋を一緒に見つけることができます。

　私は理系学部の出身で、入学まで法律を学んだ

経験がありませんでしたが、未修者教育が充実して

いると聞き、本学を志望しました。入学当初は勉強

方法に戸惑いましたが、春夏学期の導入演習で問題

への着眼点や法律文書の基礎を丁寧に教えていた

だき、学びの土台を築くことができました。コンタクト

ティーチャー制度では、自分の状況に応じた具体的な

助言を受けられ、学習の方向性を確立するうえで大い

に役立ちました。また、教員との距離が近く、疑問点

は気軽に相談できますし、何より授業では、他分野

出身の学生でも理解できるよう基礎から丁寧に解説

していただけます。再チャレンジ支援プログラムでは

実務家の方から実践的な指導を受けられる点も

大きな支えとなっています。

　初学者が誤った学習を避け、着実に力を伸ばせる

環境が整っていることを日々実感しています。これから

法学を本格的に学びたい方にとって、安心して挑戦

できる場だと思います。

　私は、大学生活を過ごした九州から離れ、心機一転

大阪で司法試験に向けて頑張ろうと考え、大阪大学

法科大学院に入学しました。

　本学では、予習の負担はそれほどなく、授業での質問・

対話（ソクラテス方式）を通じて理解を深めることが

重視されていると感じます。また、授業の前後には至る所

で活発な議論が交わされ、自主ゼミを組んで授業の

予習・復習や過去問演習に取り組むなど、学生同士の

交流が非常に活発で、私自身も多くの刺激を受けて

います。２４時間利用可能な自習室もあり、自分の

ペースで学習できる環境が整っていることも魅力です。

　さらに、オフィスアワー制度やコンタクトティー

チャー制度など、教員に直接質問したり相談したり

できる機会が確保されており、定期的に学習方法を

見直し、合格に向けた学習の道筋を明確化すること

ができます。

　このように、大阪大学法科大学院は、学生が主体的に

学び、教員とも切磋琢磨し高めあう環境が整っています。

あ
る
1
年
次
生
の
1
年 学生・教員・修了生による交流会。

勉強法の相談や先輩の体験談
などで未修の不安を解消。

4月～
未修の不安を
交流会で解消 基礎力を養う期間。少人数

クラスなので緊張感があり自ず
と熱が入る。勉強の不安はコン
タクト・ティーチャーに相談。

5月～
緊張感のある授業で
基礎力を養う

春～夏学期の学習の成果が
わかる期末試験。担当教員に
よる講評会や、問題の趣旨や
採点実感などが書かれた講評
書のおかげで、何をどう書くか
イメージをつかめた。夏休みは
知識の定着だけでなく論述の
方法も意識して勉強してみる。

8月～
期末試験の講評を
もとに論述力を磨く 秋～冬学期から勉強内容も増え、

大変だけど、慣れてきた実感も。
そこで友人たちと判例を検討する
自主ゼミを開始。自分ひとりでは
気が付かなかった問題点を把握で
きたり、友人の勉強方法を参考に
したり、とてもためになった。11月
の定期面談では秋～冬学期の期末
試験に向けた勉強方法を相談。

11月～
自主ゼミで
自分の問題点を把握 緻密なカリキュラムと先生や弁護

士アドバイザーのサポートのおか
げで、4月から入ってくる既修生に
負けない実力がついたと感じる。
けれどここからが正念場。苦手科目
を春休み中に克服するため、授業
の総復習に取り組む。4月以後、
司法試験合格までの勉強計画を
立て、選択科目の選択や2年次の
履修計画を立てる。

2月～
1年次の学びに加え 
2年次への準備も

あ
る
2
年
次
生
の
1
年 授業が始まり、基礎力の不足している

分野があることに気がつく。これか
らの課題が見つかった。

4月～
授業を通じて
課題を発見する

春～夏学期の復習と秋～冬
学期の予習に加え、司法試験
へ向けた勉強も。参考書で
短答や論文の過去問を解くほ
か、司法試験本番を意識して
判例の検討をする。

8月～
司法試験へ向けて
実践的な力を付ける

1日3～4時間の自習に加え、
自主ゼミに積極的に参加。仲間
と切磋琢磨することで授業の
補完や試験対策も捗る。11月の
定期面談ではコンタクト・ティー
チャーと今後の学習プランに
ついて話し合い、やるべきことが
明確になった。

11月～
定期面談で勉強の
方針が明確に キャリア形成のため、授業

の一環として法律事務所・
企業法務部門・地方公共
団体などにおいて法律実務を
体験し学ぶことができる
エクスターンシップに参加。
憧れの弁護士事務所での
研修を通じて、実務の実際や
法曹の心構えを教えていた
だいた。

2月～
キャリア形成のため
エクスターンシップに参加

Student Life

翼が育つ
環境がある

コンタクト・ティーチャー
との定期面談で勉強への
不安が取り除けました。

既修者にとって1年目は応用力を
養う期間。独習で解決できない
疑問点は、オフィスアワーを積極
的に活用し先生に質問。

5月～
疑問を感じたら
オフィスアワーを活用

在籍者データ （2025年5月1日現在）在籍者数　209（内社会人  25）

性別 年齢 出身学部

男性
65％

20代
88%

40代以上 5％
30代 7％

法律系
78%

法律系以外
22%

出身大学

その他
37%

大阪大学
25%

同志社大学
9%

大阪市立大学
7%

神戸大学 6%

関西大学 5%
京都大学 4%

慶応義塾大学 4%

中央大学
3%

女性
35％

大阪大学理学部（生物科学科生命理学コース）卒業 九州大学法学部　卒業
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エクスターンシップに
参加することで、
将来のビジョンが
はっきりしました。

あ
る
1
年
次
生
の
1
週
間（
春
タ
ー
ム
）

月

火

水

木

金

8:50 ～ 10:20～8:50 10:30 ～ 12:00 13:30 ～ 15:00 15:10 ～ 16:40 16:50 ～ 18:20 18:30 ～ 20:00 20:00 ～ 

起床～
予習
6:00に起床。
1限に授業
がある日は
予習。大学院
までの移動
時間にスマホ
で条文を素
読して、できる
だけ法律に
慣れる。

民法基礎１①

授業の予習

授業の予習

授業の予習

帰りの電車で法
学の基本書を読
んだり短答式の
問題集を解く。帰
宅後は授業の予
習と復習。23時
頃に就寝。

自主勉強会
同学年の友人や先輩方と親睦を深めつつ
多様な考え方に触れる

刑法基礎１

定期面談
学習計画について
アドバイスを受ける

リサーチ＆
ライティング1

授業の復習

授業の復習

授業の復習

授業の予習・復習

授業の予習・復習

未修の友人と食事し
ながら学習方法の意
見交換

ローライブラリーで
判例のデータベース
を閲覧

憲法基礎2

民法基礎１②

導入演習【ターム科目】

民法基礎２① 会社法基礎1

民法基礎２② 自習室で基本書を
読む

オフィスアワー
進路について
先生の意見を聞く

再チャレンジ支援
プログラムの準備

再チャレンジ支援プログラム
弁護士アドバイザーとの質疑応答で基礎力
を養う あ

る
2
年
次
生
の
1
週
間

月

火

水

木

金

8:50 ～ 10:20～8:50 10:30 ～ 12:00 13:30 ～ 15:00 15:10 ～ 16:40 16:50 ～ 18:20 18:30 ～ 20:00 20:00 ～ 

起床～
予習
6:30に起床。
準 備 の 後、
授業の予習
をしてから
大学院へ。

院生談話室のパソコン
で資料を出力

刑法応用１

民法応用１

オフィスアワー
自主ゼミの疑問点を
先生に質問

倒産法基礎

授業の予習 授業の予習・
復習

授業の予習・
復習

短答式の問題集を
使って勉強

司法試験の過去問を
検討する

憲法応用

刑事訴訟法応用

行政救済法

授業の予習・復習

裁判実務基礎
（民事）

再チャレンジ支援
プログラムの準備

自主勉強会
同学年の友人や先生方と親睦を深めつつ
多様な考え方に触れる

主に24時間開放
の自習室で、授業
の予復習や司法
試験対策の勉強。
土日も登校して自
習室で勉強する。
実務家の講演会
や懇親会に参加す
ることも。就寝は
平均24時頃。再チャレンジ支援プログラム

弁護士アドバイザーとの質疑応答で
応用力を深める

授業の予習・
復習

授業の予習・
復習

会社法応用１
自主ゼミ
主に期末試験対策。憲法の事例問題について、
学生同士で論点を議論する。

授業の予習

授業の予習 授業の復習

授業の復習

民事訴訟法応用１授業の予習・
復習

あ
る
1
年
次
生
の
1
年 学生・教員・修了生による交流会。学生・教員・修了生による交流会。

4月～
未修の不安を
交流会で解消 基礎力を養う期間。少人数

クラスなので緊張感があり自ず

5月～
緊張感のある授業で
基礎力を養う

コンタクト
との定期面談で勉強への
不安が取り除けました。

（
春
タ
ー
ム
） 金 憲法基礎2 民法基礎２②

授業が始まり、基礎力の不足している授業が始まり、基礎力の不足している
分野があることに気がつく。これか分野があることに気がつく。これか

4月～
授業を通じて
課題を発見する 既修者にとって1年目は応用力を

養う期間。独習で解決できない養う期間。独習で解決できない

5月～
疑問を感じたら
オフィスアワーを活用

エクスターンシップに
参加することで、
将来のビジョンが
はっきりしました。

金 民法応用１授業の予習



司法試験合格実績
■ 最終合格者数・受験者合格率の推移 

試験年度 
最終合格者数

受験者合格率

2025
48人

28.6％

2024
72人

40.7％

2023
78人

42.9％

2022
51人

45.9％

2021
47人

40.9％

■ 2025 年司法試験合格率

受験者全体

在学中受験

受験者全体
28.6％

47.1％

既修者
35.3％

52.8%

未修者
13.5%

29.4%

■ 累積合格者・合格率

累積合格者数

1024人

累積合格率

68.2%

1413

司法試験合格者の声
司法試験という壁を見事に飛び越えた、4人の先輩たちの体験記。
合格のための、貴重なヒントやアドバイスが詰まっています。司法試験合格者の声

Real Voice

高い壁を
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ラ
ム
の
特
長

修
了
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ッ
プ

教
員
紹
介

サ
ポ
ー
ト
体
制

学
生
生
活

司
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　私は、公認会計士として監査法人に
フルタイム勤務しながら、未修者コース
で学ばせていただきました。特別選抜

で入学した純粋未修者でしたが、なんとか在学中に合格する
ことができました。勤務先の監査法人が理解のある組織で、
変則的な勤務を認めてくれたことにも感謝しています。 
◆ 心掛けていたこと
　そんな私が心掛けていたのは、目の前のこと一つひとつ
を全力で楽しむことでした。ロースクールの講義にはできる
だけ出席し、講義の最中は集中して、先生方のお話を理解
するように努めました。ロースクールでは双方向型の講義
も多く、クラスメイトの思考プロセスに触れることで刺激を
受けることもたくさんありました。また、講義以外でも、
わからないことを友人に聞いて解決したり、自主ゼミで過去
問を検討したりする中で、自分一人では理解できない部分
を補強することもできました。これらは、阪大ロースクール
で学んでよかったと特に思う点です。 
◆ 昨日の自分と今日の自分
　司法試験の膨大な範囲を全部完璧に仕上げることは
元々不可能ですから、自分にできることをきちんとやること
が大切です。生活環境は人によって様々なので、他人と自分
を比較するのは意味がないと思います。比較するなら、
昨日の自分と今日の自分を比較しましょう。楽しんで勉強
に取り組んだ方が成果も上がりやすいです。 
◆ 勉強も交流も全力で
　試験に合格したあとも、職業的専門家は一生勉強が
続きます。楽しく勉強できるなら、一生楽しいことが続きます。
後輩の皆さんも、ロースクールにいること自体が幸運な
ことですので、勉強や仲間との交流を全力で楽しんでほしい
です。

「ロースクール生活を楽しもう」
2024年　法学未修者コース3年次在学中

山本 真生
　LSの先生方に「これって結局答案
ではどう書けばいいんですか？」という
類の質問をしても、しばしばはっきり

とした答えが返ってきません（笑）。
　私達は、試験で結果を出さなければいけないという焦り
から、すぐに「答案」で使える安易な暗記の対象を求めて
しまいます。基本事項の暗記自体は法律学習の根幹ですが、
用語の定義ですら、その表現方法は人によって様々であり、
唯一絶対のものはないというのが法律学の厄介なところです。
　結局のところ、常に妥当する「正しい書き方」などはなく、
個別の問題に対して、個々人が自分の理解を自分の言葉で
説明するしかないものだと今は理解しています。上記の
問に対する答えは、「あなたの総合的なものの書き方に
よる」としか言えないのかと思います。
　先生方は、私達が誤った理解に陥らないことを第一に
丁寧に説明してくださいます。しかし、私達と専門家である
先生方の理解には果てしない乖離があり、これが上述の
ような問題を生じさせてしまいます。私達の側からこの差を
埋めるための手段として、同じ受験生や先輩といった自分に
近い理解を持った人を是非頼ってみてください。私が授業
を効果的に活用できたのは、一緒に勉強を共にしてくれた
友人に、「先生にこう言われたんだけど、この書き方で
伝わる？」という感じで相談できる環境に身を置けたお陰
だったと思っています。
　その上で、受験生は、最初はうまく書けないという状態を
恐れず、「すぐに言語化できないが正確なイメージ」を持つ
ことを求めて、先生方の説明に食らいついてみて欲しいと
思います。それが結果的に一番の近道になったと今は思って
います。

「LSの授業と答案の書き方」
2024年　法学既修者コース3年次在学中

高橋 暖
　私は、阪大ロースクール入試での
成績が一般選抜の合格最低点の2点上
と低く、さらに民事訴訟法に至っては

50点中わずか3点という、合格の事実が信じ難いような
成績で入学しました。
　もちろん入学当初はローの授業になかなかついていけず、
周りのレベルの高さに圧倒されるばかりで、心が挫け
そうになる毎日でした。しかし、毎度の授業の予習を必死
に行い、分からないことは周りの友達に聞いたり、基本書と
格闘したりしてなんとか理解するということを繰り返して
いく中で、少しずつ周りとの差が埋まっていく感覚があり
ました。
　授業についていくことで必死だった私は、過去問すら
あまり解くことができないまま在学中受験を迎え、在学中
は不合格の結果に終わりました。けれども修了後、改めて
司法試験の過去問と向き合ったときに、今まで必死に
食らいついてきた経験が、自分の糧となってくれていたこと
を実感しました。
　司法試験はとにかく過去問を解くことが大事です。これは
間違いありません。しかし、だからといってローの授業を
疎かにすることも、かえって合格への遠回りになってしまう
のではないかと思います。在学中受験こそ落ちてしまい
ましたが、あれだけ入試成績の悪かった私が特待生として
卒業でき、司法試験本番で、あれだけ苦手だった民事訴訟法
でA評価を頂けたことは、ローでの授業の積み重ねあって
こそだったと思っています。
　司法試験は決して天才だけが受かる試験ではありません。
地道な努力が実を結ぶまでは辛いことも多いですが、天才
とは程遠い私の体験記が、少しでも司法試験を目指す方
への励ましになれば幸いです。　

「授業の積み重ねが、合格への糧となった」
2024年３月　法学既修者コース修了

塩田 法郁
　私は2020年に本学を修了し、５回目
で司法試験に合格しました。これから
法曹を目指す皆さんに向けて、本学の

魅力を交えながら私の合格体験記をご紹介いたします。
◆ エクスターンシップ制度
　長い受験生活の中で、自分には無理だ、もう諦めたい
と思ったことは何度もありました。しかし、それでも諦め
なかったのは２年次にエクスターンシップに参加し、尊敬
できる先生に出会えたことで、弁護士になりたいという夢が
明確になったからだと思います。私の担当弁護士の先生は、
謙虚でいつも笑顔を欠かさず、依頼者の心に寄り添われる
素晴らしい先生でした。エクスターンシップの経験が
なければ、法曹の夢は途中で諦めていたと思います。皆さん
もぜひエクスターンシップに参加してみてください。
◆ 少人数制の自主ゼミ
　本学には、実務家の先生に答案を添削していただける
再チャレンジ支援プログラムや修了生勉強会が存在します。
担当してくださる先生方は面倒見の良い若手の先生が多く、
何でも相談することができました。また、同級生や修了年の
異なる他の修了生と切磋琢磨することで、自分と向き合う
きっかけができました。
◆ 信頼できる先生方や友人との出会い
　司法試験を突破するには、自分に何が足りないかを常に
考え、周りの人に相談する等して自分に合う方法を模索する
ことが必要です。本学の先生方や学友は、親切でおおらかな
方が多いのが特徴です。私自身、本学で出会った友人たち
にこの5年間、何度も助けられました。ロースクールで勉強
できる時間は非常に短いです。受験勉強をすることは
もちろん最も大切ですが、ぜひ阪大ロースクールで一生の
宝といえる友人を作ってください。

「これから入学する皆さんに向けて」
2020年３月　法学未修者コース修了

浦﨑 有紀子

Real VoiceReal Voice司法試験合格者体験談
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■ 高等司法研究科が求める人材像
　高等司法研究科は、法科大学院制度の理念及び本研究科の「豊かな人間性、厳しい職業倫理を備えた法曹を養成する」という理念に共感し、他の学生と
積極的にコミュニケーションを図り、教員とともに研鑽を積む学生を求めています。求める具体的な人材像は、単なる知識の習得や一つだけの答えに
満足せず、柔軟な発想のもとに「考える」という論理的プロセスを大事にし、自らが設定する課題を探求しようとする学生です。また、法科大学院は、高度な
専門職を養成する教育課程ですから、厳格な成績評価や進級認定、修了認定に耐えるだけの努力を惜しまない学生を求めています。

＊アドミッション・ポリシーの詳細は、研究科HPをご覧ください。

入試案内（2027年度入学者選抜）

本研究科と法曹養成
連携協定を締結して
いる大学の法曹コー
スに在籍し、2027
年3月までに修了見
込みの者であって、
同コースを設置する
学部を同年月に卒業
見込みの者

いずれかの大学の法
曹コースを2027年3
月までに修了見込み
の者（法曹コースを修
了した者であって、同
コース設置学部に在
籍している者を含む）
であって、同コースを
設置する学部を同年
月に卒業見込みの者

選抜区分 一般選抜特別選抜
（社会人等）

特別選抜
（グローバル法曹）

特別選抜
（法曹コース開放型）

特別選抜
（法曹コース5年一貫型）

対象

コース 法学未修者コース（3年制）　 法学既修者コース（2年制）

定員 7名程度

第1次選抜
(書類審査)

第2次選抜

合格発表

試験会場

９月上旬予定

８月下旬予定

10月下旬予定

１０月中旬予定

１０月上旬予定

１１月下旬予定

９月中旬予定

なし

１０月下旬予定

大阪大学豊中キャンパス

  社会人・
他学部

（他学科）
卒業者

外国語能力に
優れた方 法学未修者 法学既修者

5名程度 13名程度 34名程度 13名程度 8名程度

１０月中旬予定

１０月上旬予定

１１月下旬予定

入試に関する日程等の詳細は、決定次第WEB上で速やかに公表します
阪大　法科大学院

こちらのWEBサイトをご覧ください
入学試験結果

高等司法研究科では、経済的理由により修学が困難な本研究科の学生を支援するため、個人や企業・団体の皆様からのご寄付を
基金とした「給付型の奨学金制度（修学支援事業基金）」を設けました。2018年度から年額30万円の奨学金を給付しています。
詳しくは教務係へお問い合わせください。

経済的サポート

■ 高等司法研究科独自の給付型奨学金制度

令和8年度入学者から、教育訓練給付金制度を利用することができるようになります。
詳細は高等司法研究科ホームぺージをご覧ください。

■ 教育訓練給付金制度

大阪大学「ワニ博士」
高等司法研究科の頃




